
 

 
 
 
 
 
 
 
 確定申告も終わり一安心と

いう方も少なくないだろうが、

当然のことながら申告は納税

をしてはじめて完了となる。国

税は申告した税額等に基づき、

納税者が自身で期限までに納

付する必要がある。 
 
所得税は 3月 15日、消費税は
3月 31日が納付限 
 
 所得税の納期限（納付の期

限）は、３月 15 日、消費税の
納期限は３月 31 日となってい
る。また、振替納税の利用者は、

所得税が 4月 19日、消費税が 4
月 26 日となっている。くれぐ
れも忘れることのないよう注

意が必要だ。 
 とりわけ振替納税の利用者

は、銀行口座に残高がないと振

替ができなくなってしまう。振

替ができないと直ちに延滞税

がかかってしまうので、指定口

座の残高をあらかじめ確認し

ておく必要がある。 
 仮に納期限に間に合わなか

った場合には、本税と延滞税を

納税しなければならない。延滞

税は 3月 16日から 5月 15日ま
での 3 ヵ月間が 4.1％、それ以

降は 14.6％もの金利となる。確
定申告後に税務署から納付書

の送付やお知らせがくること

はないので、くれぐれも納期限

にはご注意を。 
 
相次ぐ振り込め詐欺の架空請

求 
 
 ところで、国税庁は今年 1月、
ホームページに「国税不服審判

所・国税庁をかたった架空請求

にご注意ください!」というお知
らせを掲載した。これは国税不

服審判所の名を借りて「支払い

督促状」を郵送する架空請求詐

欺が相次いだためだ。 
 これについてホームページ

では、これが国税不服審判所や

国税庁から送付したものでな

いことを明示している。また、

国税不服審判所には支払督促

の権限はなく、国税庁が納税者

本人に支払を督促することも

ないとしている。 
このお知らせに続いて、今度

は「振り込め詐欺にご注意くだ

さい」というお知らせが掲載さ

れた。このお知らせでは、最近、

親族や警察官、裁判所などをか

たって電話や文書で架空請求

を行う振り込め詐欺による被

害が広がっていることを告知。

そして、国税の納税は原則とし

て納付書によって税務署や金

融機関の窓口で行うことにな

っていることを解説している。

したがって、国税関係機関（税

務署・国税局・国税庁・国税不

服審判所など）では、国税の納

税のために金融機関の口座を

指定して振込みを求めること

はないとしている。 
振り込め詐欺は全国各地で

被害があいつでいるが、最近で

はこのように国税機関を名乗

るものまで出てきている。税金

の督促と聞いてどきりとし、思

わず振り込んでしまう人もい

るかもしれないが、国税庁がホ

ームページでアピールしてい

るように、このような形での督

促が行われることはない。 
国税の納税は、税務署や金融

期間で手続をするほか、振替納

税と電子申告しかない。ゆめゆ

めこのような詐欺に引っかか

ることがないようご注意いた

だきたい。早めの申告、早めの

納税準備をしておけば、このよ

うな詐欺にかかることはない

と思われる。 

＜確定申告は納税で終了＞ 

所得税と消費税の納税をお忘れなく 

「振り込め詐欺」にもご注意を！ 

問い合わせ：山口税務会計事務所 

住所：川崎市中原区上小田中 

   6‐12‐1 ｸﾞﾓｰﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ 3階 

TEL 044‐744‐1230 

FAX 044‐744‐1240 




